
≪基本方針５　健康で安全な環境を育むまち（良好な生活環境の保全）≫

≪基本目標(1)　さわやかな大気環境を保全します≫

【数値目標】

【施策の実施状況】

大気汚染常時監視設
備整備事業

大気汚染常時監視に必要な
測定機器の整備（更新）を
計画的に行い、大気の汚染
状況を監視する。

○窒素酸化物自動測定記録計（鴨池
局）更新

○炭化水素自動測定記録計（喜入
局）更新

環
境
保
全
課

光化学オキシダント
及びＰＭ2.5に関す
る県との連携による
広域監視体制の強化

「鹿児島県光化学オキシダ
ント緊急時措置要綱」等に
基づく情報伝達に係る手順
及び周知体制を確認するた
め、県が各市町と合同で実
施する訓練に参加する。

○県の要綱に基づく情報伝達に係る
手順及び周知体制を確認するため、
県が各市町と合同で実施した訓練に
参加した。

○実際の高濃度出現時には、緊急時
発令等に向けた情報提供を県に対し
て行った。

環
境
保
全
課

大気保全対策事業 酸性雨の実態を調査する。
市役所と保健急病センターの屋上で
雨水を集め、週に1回測定を行った。

環
境
保
全
課

大気保全対策事業
工場・事業場の監視、規
制、指導を行う。

ばい煙発生施設の燃料採取やばい煙
測定（4事業所）を行った。

環
境
保
全
課

大気保全対策事業
悪臭を発生する事業者への
規制、指導を行う。

悪臭発生事業者への立ち入り調査や
臭気測定を行った。

環
境
保
全
課

関係課

⑴
　
さ
わ
や
か
な
大
気
環
境
を
保
全
し
ま
す

基本
目標

事務・事業名 事務・事業の概要 26年度実績

現況値

26年度 28年度 33年度

22
大気の汚染に係る
環境基準達成率
（二酸化窒素）

％ 100 100 100 達成 環境保全課

23
大気の汚染に係る
環境基準達成率
（一酸化炭素）

％ 100 100 100 達成 環境保全課

平成28年度
目標値に対する

達成状況
No. 項目 単位

目標値
関係課
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≪基本方針５　健康で安全な環境を育むまち（良好な生活環境の保全）≫

≪基本目標(1)　さわやかな大気環境を保全します≫

エコドライブの推進

エコドライブシミュレー
ション機器を使用して多く
の市民にエコドライブを体
験してもらうことで、エコ
ドライブの普及促進を図
る。

○エコドライブ体験コーナーの利用
促進
〔利用者数〕135名（27.1末現在）

○JAF及び鹿児島県環境技術協会との
共催によるエコドライブ講習会
〔開催日〕10/25
〔参加者数〕12名

環
境
政
策
課

アイドリングストッ
プ運動

鹿児島市環境保全条例に基
づき、500㎡以上の駐車場設
置者等の看板等によるアイ
ドリングストップ周知、市
民のアイドリングストップ
の推進を図る。

市民のひろば、公害防止事前協議を
通じて、市民や事業者にアイドリン
グストップの取組を周知した。

環
境
保
全
課

アイドリングストッ
プ等の徹底

アイドリングストップ等を
活用し、エコドライブに努
めることにより、燃料費の
削減を図る。

引き続き、アイドリングストップ等
を活用したエコドライブに努めた。

バ
ス
事
業
課

基本
目標

事務・事業名 事務・事業の概要 26年度実績 関係課

⑴
　
さ
わ
や
か
な
大
気
環
境
を
保
全
し
ま
す
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≪基本方針５　健康で安全な環境を育むまち（良好な生活環境の保全）≫

≪基本目標(2)　良好な水環境を保全します≫

【数値目標】

【施策の実施状況】

水質汚濁防止対策事
業

工場・事業場の排水を調査
する。

工場・事業場への排水規制を行い、
特定事業場等への立入検査等を行っ
た。

環
境
保
全
課

水質汚濁防止対策事
業

生活排水対策の広報啓発を
行う。

○生活排水対策のパンフレットの配
布を行った。

○本庁・各支所の石けん展示コー
ナーでの石けん製品の常設展示を
行った。

○石けんを各種イベント時に配布し
た。

環
境
保
全
課

河川汚濁事故対策
河川水質保全の広報・啓発
に努める。

市民のひろば等を通じて、市民や事
業者に油や塗料等の適正な使用、廃
棄等の周知を行った。

環
境
保
全
課

公共用水域の監視・
調査

市内の河川水質調査
6河川及び市内を流れるその他の2級
河川の水質調査を行った。

環
境
保
全
課

地下水使用状況の
調査

環境保全条例に基づく地下
揚水量等を把握する。

環境保全条例に基づく地下水揚水量
報告により、本市の地下水利用の実
態を把握した。

環
境
保
全
課

浄化槽整備補助事業

河川等の水質汚濁防止及び
生活環境改善のため、既存
の住宅又は既存の集会施設
に浄化槽を設置する者に補
助金を交付する。

合併処理浄化槽の設置者に対し補助
金を交付した。
〔設置基数〕331基
　・単独処理浄化槽から転換：170基
　・汲取り便槽から転換：150基
　・その他設置のみ：11基

環
境
保
全
課

関係課
基本
目標

事務・事業名 事務・事業の概要 26年度実績

⑵
　
良
好
な
水
環
境
を
保
全
し
ま
す

現況値

26年度 28年度 33年度

24 水質保全目標達成率 ％ 100 100 100 達成 環境保全課

平成28年度

目標値に対する
達成状況

No. 項目 単位
目標値

関係課
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≪基本方針５　健康で安全な環境を育むまち（良好な生活環境の保全）≫

≪基本目標(2)　良好な水環境を保全します≫

浄化槽関係管理・指
導事業

浄化槽設置者、工事業者、
維持管理業者、使用者に対
する指導を行い、河川等の
水質汚濁防止及び生活環境
改善に寄与する。

化槽の設置、維持管理に関する業務
を行った。
・浄化槽設置届の審査・現地調査
・浄化槽工事の完了検査
・維持管理の徹底指導
・法定検査結果に係る改善指導

環
境
保
全
課

湾内への流入河川及
び海域調査

河川及び海域の水質調査を
行う。

6河川及び市内を流れるその他の2級
河川の水質調査や一部海域の水質調
査を行った。

環
境
保
全
課

水の適正利用につい
ての指導・啓発

水の有効利用に対する周知

「水の週間」にあわせて、国・県な
どと連携をとりながら、市ホーム
ページへの掲載やポスター掲示など
により水の有効利用に対する周知を
行った。

政
策
推
進
課

調整池及び河川、水
路の清掃・美化

調整池及び水路等の浚渫の
ほか、調整池及び河川、水
路等の除草を行う。

調整池及び水路等の浚渫や調整池及
び河川、水路等の除草を行った。

河
川
港
湾
課

個人住宅雨水貯留
施設等設置助成事業

市域内の個人住宅におい
て、雨水貯留施設等を設置
する者に助成金を交付する
ことで、雨水の流出抑制を
推進し、都市型水害の軽減
を図るとともに、雨水利用
の促進及び地下水のかん養
に寄与する。

個人住宅雨水貯留施設等設置の助成
事業を実施した。

〔設置基数〕1,093個

河
川
港
湾
課

公園、広場の雨水
貯留施設の設置

公園の多目的広場に表面貯
留による雨水貯留施設を設
置する。

本城公園に雨水貯留施設を設置し
た。

公
園
緑
化
課

河川水路維持事業

河川水路施設（調整池、水
路等）の浚渫・清掃等を行
い、河川水路の環境美化を
図る。

団地の調整池や水路等の浚渫、河川
の護岸除草を実施した。

谷
山
建
設
課

基本
目標

事務・事業名 事務・事業の概要 26年度実績 関係課

⑵
　
良
好
な
水
環
境
を
保
全
し
ま
す
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≪基本方針５　健康で安全な環境を育むまち（良好な生活環境の保全）≫

≪基本目標(2)　良好な水環境を保全します≫

漁場環境の保全・
汚染防止の指導

県の魚類養殖指導指針を順
守するよう指導を行う。

県の魚類養殖指導指針を順守するこ
とにより、漁場環境の保全が図られ
た。

生
産
流
通
課

飲食店など食品及び
生活衛生関係業者の
排水対策指導、広
報・啓発

食品及び生活衛生関係法令
に基づき、廃棄物及び排水
を適切に処理するよう指導
する。

食品及び生活衛生関係業者への監視
指導の中で、指導、広報・啓発に努
めた。
〔監視件数〕10,264件

生
活
衛
生
課

万之瀬川水源基金へ
の助成

万之瀬川水源基金への
助成

○万之瀬川水源基金への助成
　（7,785千円）

水
道
局

総
務
課

河川汚濁の事故処理 河川への油流入対策 油流入事故発生無

配
水

管
理
課

水道水源上流域の監
視調査

水道水源上流域の監視調査
毎月、監視及び水質調査を実施し
た。

　
配
水

　
管
理
課

河川上流域の事業場
排水対策

水源上流の事業場等の水質
保全についての指導及び要
請

浄水場の取水口より上流域の工場や
事業場へ河川水質保全を文書で依頼
した。
〔依頼件数〕109件

配
水
管
理
課

公共下水道の計画的
整備

快適な生活環境の確保を図
るため、市街化区域内の未
整備地区の計画的な整備
や、他事業の進捗に合わせ
た計画的な整備を行う。

公共下水道未整備地区へ汚水管の布
設を行った。

下
水
道
建
設
課

公共下水道への接続
の指導・啓発

公共下水道の目的を達成す
るため、整備済の地域にお
いて接続の勧奨を行う。

○毎月、職員及び水洗化普及促進員
が未水洗家屋に対して公共下水道へ
の接続勧奨を行った。
〔訪問件数〕8,308件

○9月10日の「下水道の日」に関連し
て、26年度整備地区の吉野・清和地
区と低宅地住宅の未水洗家屋に対し
て接続勧奨を行った。
〔訪問件数〕309件

○「下水道展かごしま」、「消費生
活エキスポかごしま」において啓発
を行った。

下
水
道
管
路
課

⑵
　
良
好
な
水
環
境
を
保
全
し
ま
す

基本
目標

事務・事業名 事務・事業の概要 26年度実績 関係課
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≪基本方針５　健康で安全な環境を育むまち（良好な生活環境の保全）≫

≪基本目標(3)　化学物質による環境汚染を防止します≫

【数値目標】

【施策の実施状況】

水質汚濁防止対策
事業

河川の常時監視
環境基準点及び補助地点において、
水質調査を行った結果、全地点で環
境基準を達成した。

環
境
保
全
課

大気保全対策事業
有害大気汚染物質による汚
染状況の実態を把握する。

一般大気汚染測定局の市役所局にお
いて、有害大気汚染物質モニタリン
グ調査を行った結果、環境基準を達
成した。

環
境
保
全
課

大気保全対策事業

有害大気汚染物質のうち人
の健康に係る被害を防止す
るため、その排出又は飛散
を早急に抑制しなければな
らないもので大気汚染防止
法施行令で定められた施設
を設置するものに対し、規
制を行なうことで、大気環
境の保全を推進する。

公害防止事前協議などで施設設置が
判明した際に、届出指導等を行っ
た。

環
境
保
全
課

基本
目標

事務・事業名 事務・事業の概要 26年度実績 関係課

⑶
　
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
汚
染
を
防
止
し
ま
す

現況値

26年度 28年度 33年度

25
ダイオキシン類の
環境基準達成率

（大気）
％ 100 100 100 達成 環境保全課

26
ダイオキシン類の
環境基準達成率
（河川水質）

％ 100 100 100 達成 環境保全課

27
ダイオキシン類の
環境基準達成率
（河川低質）

％ 100 100 100 達成 環境保全課

28
ダイオキシン類の
環境基準達成率
（地下水質）

％ 100 100 100 達成 環境保全課

29
ダイオキシン類の
環境基準達成率

（土壌）
％ 100 100 100 達成 環境保全課

平成28年度
目標値に対する

達成状況
No. 項目 単位

目標値
関係課
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≪基本方針５　健康で安全な環境を育むまち（良好な生活環境の保全）≫

≪基本目標(3)　化学物質による環境汚染を防止します≫

化学物質の適正な使
用・保管及び廃棄の
指導

PRTRに関する届出受付業務
PRTR法に基づき、対象化学物質に関
する届出受付業務を行った。

環
境
保
全
課

廃棄物適正処理指導
事業

市ホームページ等を通じ
て、特別管理産業廃棄物の
適正処理について啓発を行
うとともに、ポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の保管事業
所に対して、保管状況等の
届出を求めるとともに、適
正保管の指導を行う。

○PCB廃棄物保管及び処分状況等届
出：120件

○PCB廃棄物等保管事業所への立入調
査及び指導の実施：166件

廃
棄
物
指
導
課

下水道法に基づく
立入検査

下水道処理区域内の規制対
象事業場について、排水の
水質検査及び除害施設の適
正な運転を指導することに
より、環境への負荷を軽減
する。

規制対象事業場に対し、水質試験を
実施し、規制項目が超過した事業場
には文書注意を行い、事後対策を報
告させた。また、処理の安定してい
ない事業場については、除害施設の
適正な運転について指導・助言を
行った。

〔水質試験数〕248回
〔事業場立入回数〕409件

下
水
処
理
課

化学物質の適正な使
用・保管及び廃棄の
指導

下水道処理区域内の有害化
学物質使用事業場に対し
て、薬品の使用状況や廃液
等の処分状況を調査し、使
用・保管・処分について適
正に指導することにより、
有害化学物質が下水道へ流
出する事故を防止する。

有害化学物質使用事業場に対し、有
害化学物質の使用状況・処分方法の
聞き取りを行い、適正な使用・保
管・処分方法を指導した。

〔指導件数〕2件

下
水
処
理
課

関係課

⑶
　
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
汚
染
を
防
止
し
ま
す

基本
目標

事務・事業名 事務・事業の概要 26年度実績
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≪基本方針５　健康で安全な環境を育むまち（良好な生活環境の保全）≫

≪基本目標(4)　騒音のない環境を保全します≫　

【数値目標】

【施策の実施状況】

騒音振動防止対策事
業

一般環境地域10地点におい
て騒音調査を行う。

一般環境地域10地点において騒音調
査を行った。

環
境
保
全
課

騒音振動防止対策事
業

騒音・振動の特定施設設置
届出等提出時に騒音・振動
防止について指導する。

騒音・振動の特定施設設置届出等提
出時に騒音・振動防止について指導
した。

環
境
保
全
課

騒音振動防止対策事
業

道路に面する地域において
騒音調査を行う。

道路に面する地域において騒音調査
を行った。

環
境
保
全
課

騒音防止啓発
事業者等に騒音防止のパン
フレットを配布し、騒音防
止の啓発を図る。

事業者等に騒音防止のパンフレット
を配布し、騒音防止の意識啓発を
図った。

環
境
保
全
課

舗装新設改良事業
舗装路の新設改良により、
騒音・振動の軽減を図る。

交通量の多い路線等において、低騒
音効果のある排水性舗装を行った。
・城西線　ほか5線

道
路
建
設
課

谷
山
建
設
課

⑷
　
騒
音
の
な
い
環
境
を
保
全
し
ま
す

基本
目標

事務・事業名 事務・事業の概要 26年度実績 関係課

現況値

26年度 28年度 33年度

30
騒音に係る

環境基準達成率
（昼間）

％ 94.4 100 100 94.4% 環境保全課

31
騒音に係る

環境基準達成率
（夜間）

％ 93.9 100 100 93.9% 環境保全課

No. 項目 単位
目標値

関係課
平成28年度

目標値に対する
達成状況
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